
JP 2015-518617 A 2015.7.2

10

(57)【要約】
　選ばれた職員に医療警報を発送するための方法である
。この方法は、警報発生装置により発生した警報信号を
受信するステップ、前記警報信号を受信すると、複数の
職員の位置を追跡するように構成される位置追跡システ
ムから前記複数の職員の現在位置及びＩＤを取得するス
テップ、前記警報発生装置の位置と前記選ばれた職員の
位置との間の距離が、前記警報発生装置の位置と前記選
ばれた職員以外の前記複数の職員の少なくとも１人の位
置との間の距離よりも短いと少なくとも判断することに
より、前記複数の職員から選ばれる職員を選択するステ
ップ、並びに前記選ばれた職員に関連付けられる個別に
アドレス指定可能な携帯装置に警報信号を送るステップ
を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　選ばれた職員に医療警報を発送するための方法において、
　警報発生装置により発生した警報信号を受信するステップ、
　複数の職員の位置を追跡するように構成される位置追跡システムから、前記複数の職員
の現在位置及びＩＤを得るステップ、
　前記警報信号を受信すると、前記警報発生装置の位置と前記選ばれた職員の位置との間
の距離が、前記警報発生装置の位置と前記選ばれた職員以外の前記複数の職員の少なくと
も１人の位置との間の距離よりも短いと少なくとも判断することにより、前記複数の職員
から前記選ばれた職員を選択するステップ、並びに
　前記選ばれた職員に関連付けられる個別にアドレス指定可能な携帯装置に警報信号を送
るステップ
を有する方法。
【請求項２】
　前記警報信号は警報の種類を有し、並びに
　前記選ばれた職員を選択するステップはさらに、
　前記複数の職員のどの職員が前記警報の種類に対する応答に適切であるかを決定するス
テップであり、職員のＩＤに関連付けられる適正基準が前記警報の種類と一致する場合、
特定の職員は適切であると決定される、前記決定するステップ、
　前記警報発生装置の位置と前記選ばれた職員の位置との間の距離が、前記警報発生装置
の位置と応答するのに適切でもある前記選択された職員以外の適切な前記複数の職員の少
なくとも１人の位置との間の距離よりも短いと少なくとも判断することにより、前記適切
な複数の職員から前記警報の種類に対する応答に適切である職員を選択するステップ、
を有する請求項１に記載の医療警報を発送するための方法。
【請求項３】
　前記選ばれた職員を選択するステップはさらに、
　前記複数の職員のどの職員が前記警報に対する応答に応対できるかを決定するステップ
であり、特定の職員の位置が規定される応対不能エリアにある場合、特定の職員は応対で
きないと決定される、前記決定するステップ、
　前記警報発生装置の位置と前記選ばれた職員の位置との間の距離が、前記警報発生装置
の位置と応答に応対もできる前記選ばれた職員以外の適切な前記複数の職員の少なくとも
１人の位置との間の距離よりも短いと判断することにより、前記適切な複数の職員から前
記警報の種類に対する応答に応対できる選ばれた職員を選択するステップ、
を有する請求項１又は２に記載の医療警報を発送するための方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか一項に記載の医療警報を発送するための方法において、
　前記警報発生装置は、携帯型の警報発生装置であり、前記方法は、
　前記携帯型の警報発生装置の位置を追跡するように構成される位置追跡システムから前
記携帯型の警報発生装置の現在位置を得るステップ
を有する方法。
【請求項５】
　前記携帯型の警報発生装置は転倒検出器を有し、前記携帯型の警報発生装置を携行して
いる人の転倒を前記転倒検出器が検出すると、前記携帯型の警報発生装置が医療警報を発
生させるように構成される、請求項４に記載の医療警報を発送するための方法。
【請求項６】
　前記携帯型の警報発生装置の位置が警報期間を超過する期間、警報エリアに留まってい
ることを検出するステップ、
を有する請求項４に記載の医療警報を発送するための方法。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか一項に記載の医療警報を発送するための方法において、
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　複数の表示装置から前記警報発生装置の位置に最も近い選ばれた表示装置を選択するス
テップ、及び
　前記警報信号を受信すると、表示するための前記選ばれた表示装置にメッセージを送る
ステップ
を有する方法。
【請求項８】
　前記選ばれた職員から予想応答時間を受信するステップを有し、及び
　前記選ばれた表示装置に表示するためのメッセージは前記予想応答時間を有する、請求
項７に記載の医療警報を発送するための方法。
【請求項９】
　選ばれた職員に医療警報を発送するための警報ルーターにおいて、
　警報発生装置により発生した警報信号を受信するように構成される受信器、
　複数の職員の位置を追跡するように構成される位置追跡システムから、前記複数の職員
の現在位置及びＩＤを得るように構成される位置取得器、
　前記警報信号を受信すると、前記警報発生装置の位置と前記選ばれた職員の位置との間
の距離が前記警報発生装置の位置と前記選ばれた職員以外の前記複数の職員の少なくとも
１人の位置との間の距離よりも短いと少なくとも判断することにより、前記複数の職員か
ら前記選ばれた職員を選択するように構成される選択器、並びに
　前記選ばれた職員に関連付けられる個別にアドレス指定可能な携帯装置に警報信号を送
るように構成される警報信号送信器
を有する警報ルーター。
【請求項１０】
　コンピュータプログラムがコンピュータ上で動いているとき、請求項１乃至８の何れか
一項に記載のステップを全て行うのに適合するコンピュータプログラムコード手段を有す
る、コンピュータプログラム。
【請求項１１】
　コンピュータ読取可能媒体に組み込まれる請求項１０に記載のコンピュータプログラム
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、選ばれた職員に医療警報を発送（ルーティング）するための方法に関し、こ
の方法は、警報発生装置により発生する警報信号を受信するステップ、及び警報信号を職
員に送信するステップを有する。
【０００２】
　本発明はさらに対応するソフトウェア及び警報ルーターにも関する。
【背景技術】
【０００３】
　米国特許番号US 5,534,851号は、監視される患者又は周辺の患者に警報信号を与えるこ
となく、患者又は患者の生命維持装置が早急な対応を要することを必要な医療及び病院関
係者に知らせるための既知の警報システムを開示している。
【０００４】
　警報信号パルス発生器は、医療機器の監視センサからステータス出力信号を得て、この
信号を患者、部屋、救急又は他の関連する位置情報を特定する符号化パルスに変換する。
警報信号パルス発生器の出力は、マスター警報制御に伝えられる。このマスター警報制御
は、信号を適切なページャーのグループに一斉送信するためのアンテナを含む。
【０００５】
　ユーザーはキーボードを用いて、各患者に、各部屋に及び各病状の種類に割り当てられ
る病院関係者の名前、並びに緊急呼出しに応答するための彼ら個人の応対可能性を入力す
る。
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【０００６】
　マスター警報制御は、ＲＦ信号を複数のページャーに送信する。このマスター警報制御
から送信される信号は、ある人間により保持される特定のページャーだけが活性化するよ
うに符号化される、例えば人工呼吸器に厳格に対処する技術は、所与のエリア内にいる他
の人の邪魔をしないあるコードを持つ。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　医療警報を発送するための方法を改善することが有利である。例えば、既知の警報シス
テムは、ページャーのグループに警報を発送している。これは、呼び出された人の応答が
多すぎる若しくは少なすぎるかの何れかであるという効果を持つ。さらに、それらはキー
ボードを用いて入力されるので、割り当て又は応対可能な日は常に古い。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　選ばれた職員に医療警報を発送するための方法が提供される。この方法は、警報発生装
置により発生する警報信号を受信するステップ、複数の職員の位置を追跡するように構成
される位置追跡システムからこれら複数の職員の現在位置及びＩＤを得るステップ、前記
警報信号を受信すると、警報発生装置の位置と選ばれた職員の位置との間の距離が警報発
生装置の位置と選ばれた職員以外の複数の職員の少なくとも一人の位置との距離よりも短
いと少なくとも判断することにより、これら複数の職員から選ばれた職員を選択するステ
ップ、並びに前記選ばれた職員に関連付けられる個別にアドレス指定可能な携帯装置に警
報信号を送るステップ、を有する。
【０００９】
　前記方法は、医療警報の発送を改善する。警報発生装置が例えば基準値に達しているセ
ンサに反応して警報信号を発生させるとき、複数の職員から選ばれた職員が選択される。
警報信号は次いで、選ばれた職員に関連付けられる個別にアドレス指定可能な携帯装置に
送られる。前記携帯装置は個別にアドレス指定可能であるため、警報信号に応答する必要
がない職員が警報信号を受信する必要はない。さらに、職員の位置が追跡されているので
、警報の発生源に最も近くにいる、すなわち何人かの他の職員よりも近くにいる職員を選
択することが可能である。応答時間を短くするために、これら２つの要因は結合させる。
選ばれた職員は個別にアドレス指定される、故に応答が必要であること、さらにはその職
員が他の職員よりも警報の発生源に近いことを明確にし、従って警報の発生源に行くのに
必要な時間が減少する。
【００１０】
　発明者は、病院にいる間、警報が重要な役割を果たすことを観察していた。例えば監視
機器の警報、ナースコール等のような警報は、特にこれらがノイズを引き起こすとき、治
癒過程に悪影響を与える。本発明は、警報に対する応答時間を減らすことにより、この悪
影響を減らす。同時に柔軟性が増大する、つまり職員の位置は位置追跡システムによる追
跡されているので、職員を特定の部屋に割り当てる必要はない。
【００１１】
　医療警報が誘発される、すなわち様々な事象が発生する。警報発生装置は、患者が手で
押すためのボタンを有し、このボタンが押されると、警報信号が発生する。この警報信号
が監視機器により誘発されてもよい。センサの読み取り値が警報値を超える又は警報値よ
り下に落ち込む場合、警報が与えられる。前記警報信号は（多くの）ノイズを引き起こす
警報を伴う。他の警報は可能である。ある実施例において、前記警報信号は、ある警報の
種類、例えばこの警報を発生した機器の種類又は送られた特定の警報値等を有する。この
警報が警報の位置、すなわち警報が発生したときの警報発生装置の現在位置も含んでいる
。
【００１２】
　例えば患者が携行するように構成される携帯型である警報発生装置が特に関心がある。
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携帯型の警報発生装置の使用は、職員の位置を追跡することをさらにもっと有利にさせる
。どの職員がどの警報発生装置の近くにいるかは前もっては分からない。携帯型の警報発
生装置は、安全性について妥協することなく、患者をさらに移動的にすることができる。
ある実施例は、携帯型の警報発生装置の位置を追跡するように構成される位置追跡システ
ムから、この携帯型の警報発生装置の現在位置を得るステップを有する。この携帯型の警
報発生装置の位置を追跡するように構成される位置追跡システムは、複数の職員の位置を
追跡するように構成される位置追跡システムと同じでもよい。
【００１３】
　例えば、実施例は、警報期間を超過した期間、携帯型の警報発生装置の位置が警報エリ
アに留まっていることを検出するステップを有する。この警報エリアは、地理データであ
り、これは一般的に既定されている。例えば前記警報エリアはバスルームでもよい。患者
がバスルームにいるのが長すぎるとき、それは事故を示している。前記検出するステップ
は、携帯型の警報発生装置が前記警報エリアに入ったことを検出するように構成される検
出装置により、携帯型の警報発生装置がこの警報エリアから離れるまで、又は入ったこと
を検出した瞬間から警報期間が過ぎるまで、前記携帯型の警報発生装置を追跡することに
より行われ、後者の場合、警報期間が過ぎると、前記検出装置が例えば"警報エリアにい
るのが長すぎます"という警報の種類を有する警報を発生させる。
【００１４】
　警報を発生させる他の条件は、患者の横向きが長すぎることを検出する、携帯型の警報
発生装置が特定のエリアを離れる又は一定の期間に離れる、例えば病棟から離れること、
夜にベッドから出ること、ベッドの反対側から出ること、夜にベッドルームを離れること
等を検出することを含む。
【００１５】
　転倒事故を自動的に検出することは、例えば加速度計及び圧力センサの組み合わせに基
づく転倒検出器を用いて行われる。前記転倒検出器を身に着けている人が転倒する場合、
警報が発生する。ある実施例において、携帯型の警報発生装置が転倒検出器を有し、携帯
型の警報発生装置は、転倒検出器がこの携帯型の警報発生装置を携行している人の転倒を
検出すると警報を発生させるように構成される。
【００１６】
　職員は、医療訓練を受けた職員、例えば看護師又は医師でもよい。しかし職員は訓練を
受けていない、例えばボランティアでもよい。職員は、例えば監視装置のような特別な装
置の保守のような特別な任務の訓練を受けてもよい。
【００１７】
　職員の位置を決定するため又は携帯型の警報発生装置の位置を決定するための位置追跡
システムは、職員がいる部屋若しくはエリア又は警報が発生した部屋若しくはエリアを検
出する。多くの場合、このレベルの精度で十分である。さらに位置追跡システムは、各職
員のＩＤ及び可能であれば患者のＩＤを決定する。このＩＤは、例えば名前若しくは固有
の識別子のような固有のＩＤ、又は職員の役割、例えば看護師、看護師長、医師、療法士
等のような非固有のＩＤとすることができる。多くの異なる位置特定システム、例えばＲ
Ｆ－ＩＤベースのシステム、ＩＲ－ＲＦベースのシステム、ビデオ又はオーディオシステ
ムが用いられてもよい。職員の位置特定は異なるシステム、例えばビデオベースのシステ
ムを使用するので、職員は特別なＩＤタグを携行する必要はない一方、警報の発生源の位
置特定が警報発生装置と一体化してもよい。これらは同じシステムを使用してもよい。個
別にアドレス指定可能な携帯装置がこの装置に関連付けられた職員を追跡するのにも使用
されてもよい。一般的に、位置特定システムは複数の部屋にわたり分配される複数の位置
特定受信器及び複数の位置特定タグを有し、各職員は位置特定タグを携行し、位置特定受
信器が複数の位置特定タグの位置、例えばあるタグが現在いる部屋を追跡するように、位
置特定タグが位置特定受信器と協働する。例えば、個別にアドレス指定可能な携帯装置は
、ＷＬＡＮ通信、例えばＷｉＦｉに対し構成されてもよく、一連のＷｉＦｉ受信器が前記
装置の位置を追跡し続ける。



(6) JP 2015-518617 A 2015.7.2

10

20

30

40

50

【００１８】
　警報信号は、中央システム、例えば警報ルーターにより受信される。複数の職員からの
選択は一般的に、３つの構成、この警報信号に応答するのに誰が適しているかを決定する
、この警報信号に応答するのに誰が応対できるかを決定する、警報信号の発生源に誰が近
いかを決定することを含む。上手い組み合わせは、適切であり、応対できる及び警報信号
の発生源に最も近い職員を選択することである。必ずしも絶対に最も近い人を選択するこ
とは厳密には必要ではない。他の判断、例えば良好な作業の配分等が誰を選択するかを決
めてもよい。
【００１９】
　前記システムは、警報が発生すると、最も近い職員を決めるために、全職員の位置及び
やってくる警報の位置を入力として使用する。応対できる適切な職員を知らせると、シス
テムは警報に最も近い職員を決定する。ある実施例において、職員のＩＤに関連付けられ
る適正基準が警報の種類と一致している場合、特定の職員が適切であると決められる。
【００２０】
　警報が発生する際の適切な職員の決定は、各職員のＩＤ及び患者のＩＤを決定すること
を含む。例えば、警報の種類に基づいて、前記システムは、応対できる職員の誰がこの警
報に応答するのに適切であるかを決定する。例えば療法士がナースコールに応答するのに
は適切ではない。今いる職員の誰もが警報に応答するのに適していない場合、例えば救急
の場合、この方法は適正基準を無視し、今いる職員の全てを考慮することにより続ける。
【００２１】
　警報に応答する応対可能性は、職員の現在の活動に依存してもよい。あるシステムにお
いて、全職員は最初に応対できるとマーキングされ、ある条件を受けて応対できないとマ
ーキングされる。ある実施例において、職員の位置が規定した応対不能エリアにいる場合
、その職員は応対不能と決められる。例えば、職員の位置が特定のエリア、例えば患者の
バスルームにある場合、職員は恐らくは忙しい、例えば患者を洗っている。他の検出モダ
リティも同様に現在の職員の活動を決めるのに使用されることができる。代わりに、手続
きにおけるこのステップは除外されてもよく、例えば救急の場合、例えば適切な職員が誰
も応対できない場合、システムは、応対可能性基準を無視し、全ての適切な職員で続ける
。
【００２２】
　個別にアドレス指定可能な携帯装置は、特定の装置にのみアドレス指定したメッセージ
を受信することが可能である。個別にアドレス指定可能な携帯装置は、携帯電話でもよい
。さらにＰＤＡ又はタブレットＰＣ等も個別にアドレス指定可能な携帯装置と考えられる
。例えば、警報が職員により携行される携帯装置に送られる。個別にアドレス指定可能な
携帯装置は、データベースによって職員と、例えば職員のＩＤと関連付けられてもよい。
【００２３】
　選ばれた職員が自分の携帯装置に送られる警報信号を受信した後、この選ばれた職員は
、応答メッセージを送信する。例えば前記方法は、選ばれた職員から予想応答時間を受信
するステップを含む。職員は自分の携帯装置を用いて応答メッセージを伝える。
【００２４】
　ある実施例において、患者は、選ばれた職員が警報信号を受信したことを知らされる。
好ましくは、選ばれた職員が警報によるフォローアップを行うときも知らされる。ある実
施例において、患者は表示装置上で知らされる。例えば、予想応答時間を含むメッセージ
が表示装置に示される。ある実施例は、複数の表示装置から警報発生装置の位置に最も近
くにある、特に携帯型の警報発生装置の位置に最も近くにある選ばれた表示装置を選択す
るステップを有する。代わりに、ある実施例は、複数の表示装置から警報発生装置の位置
に最も近く、警報発生装置と同じ部屋にある選ばれた表示装置を選択してもよい。少なく
とも、ある実施例は、選ばれた表示装置以外の複数の表示装置の少なくとも１つの表示装
置よりも警報発生装置の近くにある表示装置を前記複数の表示装置から選択する。表示す
るための前記選ばれた表示装置にメッセージを送ることは、警報信号を受信した後に、及
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び通例は選ばれた職員に警報を送った後に行われる。
【００２５】
　好ましくは、患者は、職員が警報によるフォローアップを行うことを示すときを知らさ
れる。例えば、警報を受信する職員は、そのメッセージに応答し、自分の応答性を示すこ
とを要求される。例えば、職員が警報に応答することができるかどうか、例えばすぐに、
後で、例えば５分以内、若しくは全く応対できないかである。この応答に基づいて、メッ
セージは更新される。選ばれた職員が一定の時間期間内に警報メッセージに応答しない場
合、この警報は、次の最も近くにいて、応対ができ、適切である職員に送られる。この職
員は応答するが、示された応答性が遅すぎる場合、警報は次の最も近くにいて、応対がで
き、適切である職員に送られてもよい。このシステムは、示された応答性と実際の状況と
の間の差が大きくなり過ぎたとき、システムは、前記職員に警報を再送する及び／又は次
の最も近くにいて、応対ができ、適切ある職員に警報を送るように、この示された応答性
のフォローアップもチェックする。選ばれた職員の応答は、患者に警報が受信されたこと
及び／又は職員が応答するのにかかった時間を知らせるのに用いられる。患者へのメッセ
ージが表示装置に、例えば患者の近くにある表示装置に送られてもよい。特に、前記シス
テムは、例えば警報発生装置の発生源の位置、例えば携帯型の警報発生装置に決められる
現在位置を比較し、それを例えばデータベースに配されるような固定装置のリストと比較
し、最も近くにある表示装置又は同じ部屋の最も近くにある表示装置を選択することによ
り、最も近くにある表示装置を決定する。後者の目的は、データベースは表示装置が置か
れている部屋における位置の範囲の表現を含んでもよい。データベースは各々の位置に対
し最も近くにある見ることができる表示装置を規定してもよい。
【００２６】
　前記システムは、前記選ばれた職員に警報の種類、患者の名前及び位置、並びに他の情
報の何れか１つについて知らせてもよい。適切である職員が患者と会ったとき、警報は解
決されたとみなされ、この警報に関して発行されている全てのメッセージをこのシステム
から取り除かれる。このシステムは、職員が適切な応答者であるために発行している警報
が存在しているかを職員がチェックするために配されてもよい。
【００２７】
　ある実施例において、前記方法は、ただ一人の職員だけが応対できる及び／又は適切で
あることを決定するステップ、前記職員を選択するステップ、及びこの選ばれた職員に関
連付けられる個別にアドレス指定可能な携帯装置に警報信号を送るステップを有する。例
えば、２人の応対できる職員のうち警報の発生源から遠い方の職員しか適切ではない場合
、前記方法は、唯一の適切であり、応対できる職員を選択してもよい。
【００２８】
　本発明の態様は、選ばれた職員に医療警報を発送するための警報ルーターに関し、この
警報ルーターは、警報発生装置により発生した警報信号を受信するように構成される受信
器、複数の職員の位置を追跡するように構成される位置追跡システムから、複数の職員の
現在位置及びＩＤを得るように構成される位置取得器、警報信号を受信すると、警報発生
装置の位置と選ばれた職員の位置との間の距離が警報発生装置の位置と選ばれた職員以外
の複数の職員の少なくとも１人の位置との間の距離よりも短いと少なくとも判断すること
により、前記複数の職員から選ばれた職員を選択するように構成される選択器、並びに前
記選ばれた職員に関連付けられる個別にアドレス指定可能な携帯装置に警報信号を送るよ
うに構成される警報信号送信器を有する。
【００２９】
　本発明の態様は、選ばれた職員に医療警報を発送するためのシステムに関する。このシ
ステムは、選ばれた職員に医療警報を発送するための警報ルーター、複数の職員の位置を
追跡するように構成される位置追跡システム、及び任意で複数の職員の１人と各々関連付
けられる複数の個別にアドレス指定可能な携帯装置を有する。
【００３０】
　前記ルーター及び個別にアドレス指定可能な携帯装置は、電子装置、特にコンピュータ
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を用いて実施されてもよい。
【００３１】
　本発明による方法は、コンピュータで実施される方法としてコンピュータ上で若しくは
専用のハードウェア又はこれらを組み合わせて実施されてもよい。本発明による方法のた
めの実施可能なコードは、コンピュータプログラムプロダクトに記憶されてもよい。コン
ピュータプログラムプロダクトの例は、メモリ装置、光学記憶装置、集積回路、サーバー
、オンラインソフトウェア等を含む。好ましくは、コンピュータプログラムプロダクトは
、前記プログラムプロダクトがコンピュータ上で実施されるとき、本発明による方法を行
うためのコンピュータ読取可能媒体に記憶される非一時的なプログラムコード手段を有す
る。
【００３２】
　好ましい実施例において、コンピュータプログラムは、コンピュータプログラムがコン
ピュータ上で動いているとき、本発明による方法の全ステップを行うのに適合したコンピ
ュータプログラムコード手段を有する。好ましくは、前記コンピュータプログラムは、コ
ンピュータ読取可能媒体に含まれる。
【００３３】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下に記載される実施例から明らかであり、これら実
施を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】警報の発送を説明するブロック図。
【図２】病棟の概略図。
【図３】警報ルーターのシステムのブロック図。
【図４】警報を発送するための方法の概略的なフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　異なる図面において同じ参照番号を持つ項目は、同じ構造的特徴及び同じ機能を持つこ
と、又は同じ信号であることに注意すべきである。このような項目の機能及び／又は構造
が説明された場合、詳細な説明においてこれらを繰り返し説明する必要性はない。
【００３６】
　本開示は、本発明の典型的な原理であると見なされるべきであり、本発明を示される及
び説明される特定の実施例に限定することを意図しているのではないという理解の下で、
本発明は多くの異なる形式の実施例が可能であるのに対し、これらは図面に示され、１つ
以上の特別な実施例で詳細に説明されている。
【００３７】
　図１は、警報発送システムを説明しているブロック図である。様々な情報源から情報を
受信する制御システムが示される。位置特定システムを介して、前記制御システムは、複
数の職員の現在位置及びＩＤを受信する。警報発生装置から送られてくる警報が受信され
る。この警報の種類に対する職員の適正基準は、制御システムにより得られる。この適正
基準を警報の種類に適用することにより、制御システムは、どの職員が適切であるかを決
める。必要ならば、どの職員が応対できるかを決めるために、応対可能データが得られて
もよい。制御システムは、前記基準に従って適切であり、警報の発生源に近い、例えば最
も近い職員を選択する。制御システムは、選ばれた職員に関連付けられる携帯装置を用い
て、この選ばれた職員に警報を送る。応答データが前記選ばれた職員から得られる。患者
は例えばこの応答データに基づいて通知を送られる。他の職員、すなわち選ばれなかった
職員は、警報が現在行われていること、及びその警報に応答するために他の職員が選択さ
れたことを知るように通知が送られてもよい。
【００３８】
　図２は、病室、例えば病棟の概略図である。本発明は、様々な警報の状況、例えば刑務
所、老人ホーム、介護用住宅、アシステッドリビング等にも応用可能である。
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【００３９】
　図２は、部屋１０１、１０２、１０４、１０５及び１０７を示している。部屋１０７は
、中央廊下である。部屋の数、部屋の配置及び相対的な大きさは、本発明を説明するため
に選ばれたものであり、限定をしているのではない。幾つかの警報発生装置が病棟１００
の至る所に分配されている。通例、各々の警報発生装置は、人間、例えば患者により携行
される、患者に繋げられる又は患者の近傍にある。装置１２１、１２２、１２３、１２４
、１２５及び１２６が示される。複数の職員、つまり３名の職員が示され、職員１５１、
１５２及び１５３が病棟１００の至る所に分配されている。各職員は、個別にアドレス指
定可能な携帯装置（別々には示されない）を携行している。
【００４０】
　前記病棟は、前記複数の職員の場所を追跡するように構成される位置追跡システムを有
する。この特別な病棟において、前記位置追跡システムは、この病棟の至る所に分配され
ている複数の位置追跡装置を有し、これら位置追跡装置の各々は、特定のエリアにおいて
職員の存在を検出するように構成される。位置追跡装置１４１、１４２、１４３、１４４
、１４５及び１４６が示されている。前記複数の職員の各職員は、前記位置追跡装置によ
り検出されるように構成される位置追跡ビーコンを携行している。前記位置追跡装置は、
さらに職員が携行している個別にアドレス指定可能な携帯装置と組み合わされてもよい。
【００４１】
　幾つかの警報発生装置は携帯型である。病棟１００において、装置１２５及び１２６は
携帯型であり、人により携行されている。例えば、警報発生装置１２５及び１２６は転倒
検出器でもよい。警報発生装置の位置が追跡可能であってもよく、好ましくは少なくとも
携帯型の警報発生装置が追跡可能である。位置追跡システムは、警報発生装置の位置を追
跡してもよい。警報発生装置及び職員は、自分たちの位置を追跡可能にするために、ビー
コン、例えばＲＦＩＤタグを携行してもよい。
【００４２】
　複数の表示装置が病棟の至る所に分配されている。表示装置１３１、１３２、１３３及
び１３４が示される。最後に警報ルーター１６０が示される。警報ルーターは、必ずしも
病棟１００に、或いは病棟１００の近くに置かれる必要はない。しかしながら、警報ルー
ター１６０は、警報発生装置及び位置特定装置から情報を受信するように構成され、メッ
セージを前記表示装置及び職員の携帯装置に送ることが可能である。例えばルーター１６
０は、ネットワーク、場合によってワイヤレスネットワーク、例えばＷＬＡＮを介して接
続されてもよい。
【００４３】
　図３は、警報ルーター１６０にブロック図である。本発明は、図３に示されるような、
集中型の警報ルーターを用いて具現化されてもよい。しかしながら、この警報ルーターの
機能性は、複数の装置にわたり、例えば個別にアドレス指定可能な携帯装置、警報発生装
置及び位置特定装置にわたり分配されることができる。図４は、警報を発送するための方
法を概略的なフローチャートで説明し、この方法は図３の警報ルーターにより用いられる
、又はより一般的には図１に示されるようなシステムにより用いられる。
【００４４】
　警報ルーター１６０は、例えば複数の警報発生装置、例えば装置１２１－１２６の何れ
か１つから警報信号を受信するように構成される。警報ルーター１６０は、複数の職員の
位置を追跡するように構成される位置追跡システムから、これら複数の職員の現在位置及
びＩＤを得るように構成される位置取得器３２０を有する。例えば、位置取得器３２０は
、例えば装置１４１－１４６を用いて職員１５１－１５３の位置を得てもよい。警報受信
器３１０及び位置取得器３２０は共に有線若しくはワイヤレス夫々によりそれらのデータ
を受信するためのネットワークポート又はアンテナを有してもよい。
【００４５】
　ルーター１６０は、警報の発生源の位置を得るようにも構成される。病棟が携帯型の警
報発生装置を使用していない場合、警報発生装置は自分自身を例えば固有の番号を用いて
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特定するので十分であり、このとき、装置の位置は例えばデータベースで調べられてもよ
い。警報発生装置の位置は、この装置により発生する警報内に含まれてもよい。後者の場
合、その位置は、受信器３１０を介して受信される。この位置は、位置追跡システムを用
いて決められてもよい。後者の場合、この位置は、取得器３２０を用いて得られる。
【００４６】
　ルーター１６０は、複数の職員、例えば１５１－１５３から、選ばれた職員を選択する
ための選択器３３０を有する。多くの問題は、選択器３３０により考慮されるが、少なく
とも選ばれた職員が他の職員の近くにいるかを決定する。場合によっては他の基準、例え
ば適正基準及び応対可能性基準を考慮して、選択器３３０に警報の発生源に最も近い場所
にいる職員を簡単に選択させることにより、実施例は簡略化されてもよい。
【００４７】
　ルーター１６０は、選ばれた職員に関連付けられる個別にアドレス指定可能な携帯装置
に警報信号を送るための警報信号送信器３４０を有する。
【００４８】
　ルーター１６０は、図４のフローチャートの方法４００を使用してもよい。例えば、警
報発生装置、例えば部屋１０５にある警報発生装置１２４が警報を発生させると仮定する
。この警報は、例えばワイヤレスでルーター１６０に送られる。ルーター１６０は、警報
信号を受信する（４１０）。ルーター１６０は、複数の職員の現在位置及びＩＤを取得す
る（４２０）。例えば、ルーター１６０は、職員１５１は部屋１０１にいる、職員１５２
は部屋１０７にいる、及び職員１５３は部屋１０５にいると決定する。ルーター１６０は
次いで、他の職員よりも警報の発生源の近くにいる職員１５３を選択する（４３０）。例
えば、ルーター１６０は最も近くにいるのでその職員を選択している。ルーター１６０は
次いで、選ばれた職員１５３の携帯装置に信号を送信する（４４０）。
【００４９】
　さらに洗練された実施例において、ルーター１６０はさらに、適正決定器３１２及び適
正データベース３１４を有する。受信器３１０により受信される警報は、警報の種類、例
えば転倒、装置の故障、心不全等を有する。データベース３１４は、適正基準を有する。
例えば、転倒には何らかの医療訓練を受けた職員が適切である。装置の故障には、技術的
な訓練を受けた職員だけが適切である。職員を選択する前、選択器３３０は最初に、適切
である職員を取り除いておく。前記警報の種類は、特定の警報の種類を示しているビット
列に関する長さ、特定の場所を持つビット列として実施されてもよい。適正基準は、警報
の種類と同じ長さを持つビット列でもよい。適正ビット列における特定の場所は、特定の
警報の種類に適正を示している。データベース３１４は、複数の職員の全職員に対する適
正ビット列を記憶している。ＡＮＤ演算後の０以外の結果は適正を示している。
【００５０】
　さらに洗練された実施例において、ルーター１６０はさらに、応対可能性決定器３２２
及び応対不能エリアのデータベース３２４を有する。応対可能性決定器３２２は、職員が
応対できるかを決定するように構成される。例えば、応対可能性決定器３２２は、全ての
職員の位置を受信する。例えばデータベース３２４にリスト化されるように、彼らの位置
が規定した応対不能エリア内である全ての職員は応対できないとマーキングされる。例え
ば部屋１０１はベッドルームである。職員１５１は、装置１４１によりその部屋にいると
追跡される。部屋１０１は、データベース３２４において規定された応対不能エリアであ
る。応対可能性決定器３２２は、職員１５１は恐らくは忙しいだろうと決定し、その職員
を応対できないとマーキングする。職員１５２及び１５３は、応対できないとマーキング
されておらず、故に応対できる。応対可能性決定器３２２は、対応できるかを決定するた
めに他の基準を、場合によっては組み合わせて用いてもよく、例えば、ある特定の時間を
満たす前に警報を受信した職員は、前の形状に応答して忙しいと思われ、故に応答できな
い。
【００５１】
　選択器３３０は、適正決定器３１２及び応対可能性決定器３２２から、どの職員が適正
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である及び応対できるかを受信する。選択器３３０は、適正であり、応対できるの両方を
持つ職員を得るためにこの情報を組み合わせる。代わりに、応対可能性決定器３２２は、
適正決定器３２１からの入力を受信し、単に適正な職員（又はその逆）の応答可能性を決
定してもよい。
【００５２】
　選択器３３０は、前記適正であり、応対できる職員のうちどの職員が警報の発生源に近
いかを決定する。選択器３３０は、最も近くにいる適正であり、応対できる職員を選択す
る。しかし選択器３３０は、他の基準を含んでもよい。例えば前記システムは、各職員の
作業量を略等しく保つように努めてもよい。
【００５３】
　ルーター１６０は、選ばれた職員に警報を送るための警報信号送信器３４０を有する。
警報信号送信器３４０は、選ばれた職員に関連付けられる携帯装置を調べるように構成さ
れ、次いで前記携帯装置において前記職員に警報を送る。警報信号送信器３４０は一般的
にアンテナを介してワイヤレスで警報を送る。例えば警報信号送信器３４０はＳＭＳメッ
セージを送ってもよい。
【００５４】
　ルーター１６０は、前記選ばれた職員から予想応答時間を受信するための予想応答時間
受信器３５４を有する。予想応答時間受信器３５４は、前記選択器に接続されてもよく（
図示せず）、例えば選ばれた職員が無応答である又は時間内に応答できない場合、この選
択器が代わりの職員を選択することを可能にする。予想応答時間受信器３５４は、警報信
号送信器３４０と組み合わされてもよく、例えばこれらは共に同じ移動通信網につながっ
ている必要がある。
【００５５】
　ルーター１６０は、表示送信器３５０及び表示位置データベース３５２も有する。表示
送信器３５０は。警報の発生源の近く、例えば最も近くにある表示装置を選択する。例え
ば、表示送信器３５０は、データベース３５２に記憶される表示装置及び関連する位置の
リストから、警報発生装置の位置、例えばルーター１６０が受信した時点の位置に最も近
い表示装置を選択する。表示送信器３５０は次いで、選ばれた表示装置にメッセージを送
る。選ばれた表示装置は、このメッセージが警報に該当する患者により読まれるように、
警報発生装置の近くにある。選ばれた表示装置上のディスプレイのメッセージは前記予想
応答時間を有する。
【００５６】
　前記データベースは、各警報位置が使用する表示装置をリスト化してもよい。このよう
に、表示装置が前記警報位置から読み出されるかを確認するために、多くの柔軟性が達成
される。これらの手法を組み合わせることも可能であり、例えば一組の表示装置があるエ
リア、例えばある部屋に割り当てられてもよい。警報がそのエリアから発生したとき、こ
のエリアにある最も近い表示装置がこのメッセージを表示するのに使用される。
【００５７】
　例えば、装置１２２が警報を発生させる場合、ルーター１６０は、職員１５１が応対で
きないと決定する。職員１５２及び１５３の両方は適正である場合、職員１５２は職員１
５３よりも警報に近いので職員１５２が選択される。メッセージは表示装置１３１に示さ
れる。職員１５２が予想応答時間で応答した場合、この予想応答時間が表示装置１３１に
示される。
【００５８】
　例えば、装置１２４が警報を発生させる場合、ルーターは、職員１５２及び１５３が共
に応答していると決定する。他の職員がもっと近くにいたとしても、ルーターは、職員１
５３が同じ部屋にいるので、この職員１５３を選択する。
【００５９】
　警報発生装置１２５は、携帯型の転倒検出器でもよい。この装置が転倒を検出すると、
ルーターは、最も近くにいる職員１５２を向かわせる。ルーターは、職員１５３が転倒事
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故により適している場合、この職員にさらに警報を送る又はその代わりに警報を送っても
よい。表示装置１３４は、転倒が検出されたことのメッセージを示してもよい。ルーター
１６０は、警報が発生したエリアにある複数の表示装置にメッセージを送ってもよく、例
えばメッセージが表示装置１３３に送られてもよい。
【００６０】
　一般的にルーター、位置特定装置、警報発生装置及び個別にアドレス指定可能な携帯装
置は、夫々の装置に記憶されている適切なソフトウェアを実施するマイクロ処理器（図示
せず）を各々有し、このソフトウェアは、ダウンロードされ、例えばＲＡＭ（図示せず）
のような対応するメモリに記憶されている。ルーター、位置特定装置、警報発生装置及び
個別にアドレス指定可能な携帯装置は、ワイヤレス通信を可能にするためのアンテナが装
備されてもよい。
【００６１】
　ルーター、位置特定装置、警報発生装置及び個別にアドレス指定可能な携帯装置の一部
が専用のハードウェアとして、例えばシリコンゲートの形式で具現化されてもよい。
【００６２】
　当業者には明らかであるように、前記方法を実施する多くの異なる方法が可能である。
例えば、ステップの順番が変わることができる、又は幾つかのステップが並行して実施さ
れてもよい。ステップ間に他の方法のステップが挿入されてもよい。これら挿入されるス
テップは、ここに説明されるような方法の改良版を表してもよいし、又はこの方法に関係
なくてもよい。例えば、ステップ４１０及び４２０は、少なくとも一部が並行して行われ
てもよい。さらに、所与のステップは、次のステップが開始するまえに完全に終わらなく
てもよい。
【００６３】
　本発明による方法は、ソフトウェアを用いて実施されてもよく、このソフトウェアは処
理器システムに方法４００を行わせるための命令を有する。ソフトウェアは単に前記シス
テムの特定のサブエンティティにより行われるステップを含んでもよい。前記ソフトウェ
アは、適切な記憶媒体、例えばハードディスク、フロッピー（登録商標）、メモリ等に記
憶されてもよい。前記ソフトウェアは、有線に沿って若しくはワイヤレスで、又はインタ
ーネットのようなデータネットワークを用いて信号として送られてもよい。前記ソフトウ
ェアは、サーバーにダウンロードする及び/又は遠隔使用するのに利用可能でもよい。
【００６４】
　当然のことながら、本発明は、本発明を実現するのに適したコンピュータプログラム、
特に担体上又は担体内にあるコンピュータプログラムにも拡張する。このプログラムは、
ソースコード、オブジェクトコード、コード中間ソース、例えば一部がコンパイルされた
オブジェクトコードの形式でも、又は本発明による方法の実施における使用に適した如何
なる他の形式でもよい。コンピュータプログラムプロダクトに関する実施例は、上述した
方法の少なくとも１つの方法の処理ステップの各々に対応するコンピュータ実施可能な命
令を有する。これらの命令は、サブルーチンに細分されても及び/又は静的又は動的にリ
ンク付される１つ以上のファイルに記憶されてもよい。コンピュータプログラムプロダク
トに関する他の実施例は、上述したシステム及び/又はプロダクトの少なくとも１つから
なる手段の各々に対応するコンピュータ実施可能な命令を有する。
【００６５】
　上述した実施例は、本発明を限定するのではなく説明していること、及び当業者は多く
の代替実施例を設計することができることに注意されるべきである。
【００６６】
　請求項において、括弧間に置かれる如何なる参照符号もこの請求項を制限するとは解釈
されない。"有する"という動詞及びその派生語の使用は、請求項に述べた以外の要素又は
ステップの存在は排除するものではない。要素が複数あることを述べなくても、その要素
が複数あることを排除するものではない。本発明は、幾つかの個別の要素を有するハード
ウェアを用いて及び適切にプログラムされたコンピュータを用いて実施されてもよい。幾
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同じアイテムにより具現化されてもよい。ある方法が互いに異なる従属請求項において列
挙されているという単なる事実は、これらの方法の組み合わせが有利に用いられないこと
を示しているのではない。
【符号の説明】
【００６７】
１００　病院の病棟
１０１－１０７　部屋
１２１－１２６　警報発生装置
１３１－１３４　表示装置
１４１－１４６　位置特定装置
１５１－１５３　職員
１６０　警報ルーター
３１０　警報信号を受信するように構成される受信器
３１２　適正決定器
３１４　適正データベース
３２０　位置取得器
３２２　応対可能性決定器
３２４　応対不能エリアのデータベース
３３０　選択器
３４０　警報信号送信器
３５０　表示送信器
３５２　表示装置の位置のデータベース
３５４　予想応答時間受信器
４００　選ばれた職員に医療警報を発送するための方法
４１０　警報信号を受信するステップ
４２０　複数の職員の現在位置及びＩＤを得るステップ
４３０　選ばれた職員を選択するステップ
４４０　選ばれた職員に警報信号を送信するステップ
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